
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回通常総会 

■日時 
 令和5年5月25日(木) 
 通常総会15:00～16:30 
 
 
■場所 
 Web会議（MicrosoftTeams＋ 
参集（九州地方整備局 2Ｆ共用
第 2,3,4 会議室） 

九州地区土地政策推進携協議会 



     

「九州地区土地政策推進連携協議会」 

第６回通常総会 

 

次 第  

  １．開 会 

主催者挨拶 

   ・九州地区土地政策推進連携協議会会長 

   ・福岡法務局長 

  ２．令和４年度活動報告 

  ３．令和５年度活動計画（案） 

４. 規約の改正（案） 

  ５．九州地方整備局からの報告 

  ６．福岡法務局からの報告 

   ７．福岡財務支局からの報告  

  ８．九州農政局からの報告 

  ９．各協力団体からの報告 

 １０．閉 会 

 



令和４年度活動報告
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(１)令和４年度活動報告

各会議・説明会等関係

１）第５回通常総会
⽇ 時 令和４年５⽉2６⽇（⽊）
場 所 Web会議＋参集（九州地⽅整備局２Ｆ共⽤第２，３会議室）
議 題

１．令和３年度活動報告
２．令和４年度活動計画（案）
３．規約の改正（案）
４．九州地⽅整備局からの報告
５．福岡法務局からの報告
６．地⽅公共団体からの報告
７．各協⼒団体からの報告

２）基調講演
⽇ 時 令和４年５⽉2６⽇（⽊）
場 所 Web会議＋参集（九州地⽅整備局２Ｆ共⽤第２，３会議室）
講 演 者 国⼟交通省不動産・建設経済局 ⼟地政策課 他
演 題 ① 所有者不明⼟地対策の推進
演 題 ② 地籍調査について
演 題 ③ 低未利⽤⼟地100万円控除利⽤状況について

３）幹事会
［第１回］
⽇ 時 令和４年４⽉１４⽇（⽊）
場 所 Web会議
議 題 ①所有者不明⼟地法改正の概要について

②通常総会について

［第２回］
⽇ 時 令和４年７⽉２７⽇（⽔）
場 所 Web会議
議 題 ①規約の改正（案）

②先進⾃治体等情報把握調査
③所有者不明⼟地等に関するアンケート調査
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［第３回］
⽇ 時 令和４年１０⽉２１⽇（⾦）〜２８⽇（⾦）
場 所 メール会議
議 題 ①令和４年度講習会

②所有者不明⼟地等に関するアンケート回答

［第４回］
⽇ 時 令和５年３⽉３⽇（⾦）
場 所 Ｗｅｂ会議
議 題 ①令和４年度活動報告

②昨今の⼟地政策の情勢について
③令和５年度活動計画（案）
④その他

４）講習会
［第１回］
⽇ 時 令和４年１２⽉１⽇（⽊）
場 所 Ｗｅｂ会議＋参集（九州地⽅整備局２Ｆ共⽤第２，３会議室）
講 義 内 容 ①所有者不明⼟地法の改正概要及び⽀援措置について

（国⼟交通省不動産・建設経済局 ⼟地政策課）
②所有者不明⼟地の利⽤の円滑化のための制度について
（国⼟交通省不動産・建設経済局 ⼟地政策課）
③所有者不明⼟地の適正管理及び推進体制強化の制度について
（国⼟交通省不動産・建設経済局 ⼟地政策課）

出 席 者 １３８名

［第２回］
⽇ 時 令和５年１⽉２６⽇（⽊）
場 所 Ｗｅｂ会議＋参集（九州地⽅整備局２Ｆ共⽤第２，３会議室）
講 義 内 容 ①⼭形県鶴岡市の取組事例報告

（九州地⽅整備局）
②商店街活性化等に係る地域福利増進事業の取組事例報告
（（株）アセットジャパン）
③相続登記の申請の義務化について
（福岡法務局）
④相続⼟地国庫帰属制度について
（福岡法務局）

出 席 者 １５２名
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取組関係

１）相談体制の構築

①⾃治体からの要請を受け、対象⾃治体と国交省職員で打合せを実施。
・「職員派遣」の事前相談の令和４年度実績 ２市

福岡県太宰府市、宮崎県都城市
※所有者不明⼟地問題に限らず、⽤地買収等幅広に相談を受ける取組の実施

②相談事例について必要に応じて本省への照会を⾏い回答を実施。
※本省照会事項は、個別性が強い案件を除き、「協議会だより」に掲載

２）所有者不明⼟地法に関する施策・取組の情報共有
講習会において、「所有者不明⼟地法の改正概要及び⽀援措置について」、「所有者不

明⼟地の利⽤の円滑化、適正管理及び推進体制強化のための制度について」等、所有者
不明⼟地への対応に関連した情報について提供。

第１回幹事会及び第５回通常総会で改正法の概要について情報共有。

３）所有者不明⼟地問題の解決に向けた取組状況の情報共有
表題部所有者不明⼟地解消作業に関する好事例の情報共有。
相続⼟地国庫帰属制度に関する事務への対応の情報共有。

４）情報発信及び構成員間の情報共有
機関紙発⾏ 「協議会だより第５号」（令和５年1⽉３１⽇発刊）
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令和５年度活動計画（案）
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（３）令和５年度活動計画（案）

１）第６回通常総会
予 定 ⽇ 時 令和５年５⽉２５⽇（⽊）15:00〜16:30
予 定 場 所 Ｗｅｂ会議＋参集（九州地⽅整備局2Ｆ共⽤第2,3,4会議室）
予 定 議 題 ①令和４年度活動報告

②令和５年度活動計画（案）
③規約の改正（案）
④国の各機関からの報告
⑤各協⼒団体からの報告

２）幹事会
［第１回］
予 定 ⽇ 時 令和５年４⽉２０⽇（⽊）15:15〜16:45
予 定 場 所 Ｗｅｂ会議
予 定 議 題 ①令和４年度活動報告

②令和５年度活動計画（案）
③その他
※第１回幹事会は、協⼒団体にも参加を求める。

［第２回］
予 定 ⽇ 時 令和５年７⽉２４⽇（⽉）〜３１⽇（⽉）
予 定 場 所 メール会議
予 定 議 題 ①所有者不明における最新情報

②その他

［第３回］
予 定 ⽇ 時 令和５年１０⽉２３⽇（⽉）〜３０⽇（⽉）
予 定 場 所 メール会議
予 定 議 題 ①所有者不明における最新情報

②その他

［第４回］
予 定 ⽇ 時 令和６年３⽉４⽇（⽉）15:15〜16:45
予 定 場 所 Ｗｅｂ会議
予 定 議 題 ①令和５年度活動報告

②令和６年度活動計画（案）
③その他

※幹事会については、状況に応じて開催⽅式や開催回数を変更する場合があります
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３）講演会

１ ⽬的
所有者不明⼟地等問題について幅広い知識がある学識経験者等の専⾨家やシンク
タンク等の研究者を講師として、構成員等の理解向上を図る。

２ 参加対象者
構成員等

３ 時期
未定

４ 場所
Ｗｅｂ会議＋参集（九州地⽅整備局）

５ 講演内容
⽤地事務や所有者不明⼟地に関連したテーマを予定

６ 予算措置
会場借上料、講師謝⾦、講師旅費は国⼟交通省において措置

４）講習会

１ ⽬的
構成員等（主に市町村職員）に対して、所有者探索の⽅法や所有者が不明の場
合の解決策、低未利⽤⼟地の利活⽤に関する知識等を付与し、資質の向上を図
る。

２ 参加対象者
構成員等

３ 時期
令和５年7⽉〜令和６年２⽉頃

４ 場所
Ｗｅｂ会議＋参集（九州地⽅整備局）

５ 講義内容
所有者探索の⽅法や所有者が不明の場合の解決⽅法等について、構成員等の
要望も踏まえて、協⼒団体と調整のうえ設定する。
＜講義の例＞

１．権利者探索⽅法について
２．⽤地取得に係る不動産登記について
３．⺠法に関連する諸制度（財産管理⼈制度等）について
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４．所有者不明⼟地法の活⽤について
５．地域福利増進事業の活⽤事例について
６．関連する諸制度（新規施策、法改正等）の紹介

講師は、協議会構成員等が分担

６ 予算措置
講師謝⾦、講師旅費は国⼟交通省において措置
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規約の改正（案）
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別添
九州地区土地政策推進連携協議会規約改正案（新旧対照表）

※赤字部分は改正部分

〔今回改正案〕令和5年○月○日改正予定

〔制 定〕平成31年1月30日第1回総会決議

新 旧

九州地区土地政策推進連携協議会規約 九州地区土地政策推進連携協議会規約

附 則 附 則

この規約は、平成３１年１月３０日から施行する。 この規約は、平成３１年１月３０日から施行する。

附 則 附 則

この規約は、令和元年７月１９日から適用する。 （別表１・別表２関係） この規約は、令和元年７月１９日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則 附 則

この規約は、令和２年９月１１日から適用する。 （別表１・別表２関係） この規約は、令和２年９月１１日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則 附 則

この規約は、令和３年７月２１日から適用する。 （別表１・別表２関係） この規約は、令和３年７月２１日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則 附 則

この規約は、令和４年５月２６日から適用する。 この規約は、令和４年５月２６日から適用する。

附 則 附 則

この規約は、令和４年８月９日から適用する。 （別表１・別表２関係） この規約は、令和４年８月９日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則

この規約は、令和５年○月○日から適用する。 （別表１・別表２関係）

別表１ 準構成員名簿（抜粋） 別表１ 準構成員名簿（抜粋）

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構九州支部 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構九州支部

別表２ 幹事会名簿（抜粋） 別表２ 幹事会名簿（抜粋）

九州地方整備局用地部用地補償・土地調整管理官
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九州地区土地政策推進連携協議会規約（改正案）

第１条 本会は、九州地区土地政策推進連携協議会と称する。

（目的）

第２条 本会は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第

４９号。以下「所有者不明土地法」という。）」の適正かつ円滑な施行を図るとともに、地方公共

団体が行う用地業務、地籍調査等の土地政策を推進するため、関係する行政機関及び団

体が連携することにより、当該業務の円滑な遂行に寄与することを目的とする。

（活動）

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

一 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援

二 前号に掲げるもののほか、所有者不明土地問題の解決に関する情報共有及び支援

三 地方公共団体の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援

四 その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援

五 前各号に関する相談体制（ネットワーク）の構築、相談窓口の設置

六 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと

（構成員等）

第４条 本会は、別表１に掲げる行政機関等及び協力団体（以下 「構成員」という。）、並びに

準構成員をもって構成する。

２ 準構成員は、総会で参加を認められた者とする。

（会長）

第５条 会長は、国土交通省九州地方整備局長をもってこれに充てる。

２ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

３ 会長に事故等があり職務を遂行することができないときは、あらかじめ会長の指名する者が

職務を代行する。

（総会）

第６条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、構成員をもって構成する。

２ 通常総会は、原則として毎年１回会長の定める時期に開催する。

３ 臨時総会は、会長が必要と認めるときに開催する。

４ 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

５ 総会は、次の各号に掲げる事項を決定する。

一 本規約の改正

二 構成員及び準構成員の加入・退会

三 幹事会から提出された議案

四 その他重要な事項
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（総会の公開）

第７条 総会は、原則として公開とし、議事の要旨は、総会後速やかに公開する。ただし、特段

の理由があるときは、総会を非公開とすることができる。

２ 前項ただし書きの場合においては、その理由を明示し、議事の要旨を公開するものとする。

（幹事会）

第８条 総会の下に幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって構成し、必要に応じて会長が開催する。

３ 会長が必要と認めるときは、幹事以外の者に出席を求めることができる。

４ 幹事会は、九州地方整備局用地部用地調整官が座長として主宰する。

５ 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

一 本会の活動内容の調整及び執行に関する事項

二 総会に提出する議案に関する事項

三 総会が幹事会に委任した事項

四 前各号に掲げるもののほか、会務の執行に関する事項

（事務局）

第９条 協議会の事務局は、九州地方整備局用地部用地企画課に置く。

２ 事務局は本会運営のための事務を行う。

（その他）

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な細目は、会長が別に定

める。

附 則

この規約は、平成３１年１月３０日から施行する。

附 則

この規約は、令和元年７月１９日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則

この規約は、令和２年９月１１日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則

この規約は、令和３年７月２１日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則

この規約は、令和４年５月２６日から適用する。

附 則

この規約は、令和４年８月９日から適用する。 （別表１・別表２関係）

附 則

この規約は、令和５年○月○日から適用する。 （別表１・別表２関係）
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別表１（第４条第１項関係）

九州地区土地政策推進連携協議会 構成員名簿

一．行政機関等

国の機関

機関名 役職名 摘要

九州地方整備局長 会長

国土交通省 九州地方整備局用地部長

九州地方整備局建政部長

福岡法務局長

福岡法務局民事行政部長

佐賀地方法務局長

長崎地方法務局長
法務省

大分地方法務局長

熊本地方法務局長

宮崎地方法務局長

鹿児島地方法務局長

財務省
九州財務局管財部長

福岡財務支局管財部長

農林水産省 九州農政局経営・事業支援部長

県・政令指定都市の機関

機関名 役職名 摘要

福岡県 県土整備部長

佐賀県 県土整備部長

長崎県 土木部長

熊本県 土木部長

大分県 土木建築部長

宮崎県 県土整備部長

鹿児島県 土木部長

北九州市 建設局総務用地部長

福岡市 道路下水道局用地部長

熊本市 都市建設局土木部長

土地開発公社

機関名 役職名 摘要

大分県土地開発公社 理事長
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福岡県の市町村（政令指定都市を除く）

大牟田市 久留米市 直方市 飯塚市 田川市

柳川市 八女市 筑後市 大川市 行橋市

豊前市 中間市 小郡市 筑紫野市 春日市

大野城市 宗像市 太宰府市 古賀市 福津市

うきは市 宮若市 嘉麻市 朝倉市 みやま市

糸島市 那珂川市 宇美町 篠栗町 志免町

須恵町 新宮町 久山町 粕屋町 芦屋町

水巻町 岡垣町 遠賀町 小竹町 鞍手町

桂川町 筑前町 東峰村 大刀洗町 大木町

広川町 香春町 添田町 糸田町 川崎町

大任町 赤村 福智町 苅田町 みやこ町

吉富町 上毛町 築上町

佐賀県の市町村

佐賀市 唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市

武雄市 鹿島市 小城市 嬉野市 神埼市

吉野ヶ里町 基山町 上峰町 みやき町 玄海町

有田町 大町町 江北町 白石町 太良町

長崎県の市町村

長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市

平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市

西海市 雲仙市 南島原市 長与町 時津町

東彼杵町 川棚町 波佐見町 小値賀町 佐々町

新上五島町

熊本県の市町村（政令指定都市を除く）

八代市 人吉市 荒尾市 水俣市 玉名市

山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市

阿蘇市 天草市 合志市 美里町 玉東町

南関町 長洲町 和水町 大津町 菊陽町

南小国町 小国町 産山村 高森町 西原村

南阿蘇村 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町

山都町 氷川町 芦北町 津奈木町 錦町

多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村

山江村 球磨村 あさぎり町 苓北町
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大分県の市町村

大分市 別府市 中津市 日田市 佐伯市

臼杵市 津久見市 竹田市 豊後高田市 杵築市

宇佐市 豊後大野市 由布市 国東市 姫島村

日出町 九重町 玖珠町

宮崎県の市町村

宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市

日向市 串間市 西都市 えびの市 三股町

高原町 国富町 綾町 高鍋町 新富町

西米良村 木城町 川南町 都農町 門川町

諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町

五ヶ瀬町

鹿児島県の市町村

鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 阿久根市 出水市

指宿市 西之表市 垂水市 薩摩川内市 日置市

曽於市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市

奄美市 南九州市 伊佐市 姶良市 三島村

十島村 さつま町 長島町 湧水町 大崎町

東串良町 錦江町 南大隅町 肝付町 中種子町

南種子町 屋久島町 大和村 宇検村 瀬戸内町

龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町

和泊町 知名町 与論町

二．協力団体

組織名 役職名 摘要

九州弁護士会連合会 理事長

九州ブロック司法書士会協議会 会長

福岡県土地家屋調査士会 会長

（一社）九州・沖縄不動産鑑定士協会連合会 会長

（一社）日本補償コンサルタント協会九州支部 支部長

福岡県行政書士会 会長

（一社）日本国土調査測量協会九州地区事業委員会 事業委員長

（公社）全日本不動産協会九州・沖縄地区協議会 会長

（公社）全国宅地建物取引業協会連合会九州地区連絡会 会長
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九州地区土地政策推進連携協議会 準構成員名簿

機関名・組織名

林野庁森林整備部森林利用課

林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署

防衛省九州防衛局

西日本高速道路株式会社九州支社

独立行政法人都市再生機構九州支社

九州電力送配電株式会社

独立行政法人水資源機構筑後川局

電源開発株式会社西日本支店

独立行政法人空港周辺整備機構福岡空港事業本部

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構九州支部

九州旅客鉄道株式会社

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構九州新幹線建設局

宇宙航空研究開発機構施設設備部

株式会社NTTドコモ九州支社

福岡北九州高速道路公社

西日本旅客鉄道株式会社大阪工事事務所

佐賀県土地開発公社

福岡県南広域水道企業団

諫早市土地開発公社

島原市土地開発公社

宮崎県企業局

鹿児島県道路公社
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別表２（第８条第２項関係）

九州地区土地政策推進連携協議会 幹事会名簿

機関名 役職名 摘要

九州地方整備局用地部用地調整官 座長

九州地方整備局用地部用地調査官

国土交通省 九州地方整備局用地部用地補償・土地調整管理官

九州地方整備局用地部用地企画課長

九州地方整備局建政部計画管理課長

福岡法務局民事行政部不動産登記部門首席登記官

佐賀地方法務局登記部門首席登記官

長崎地方法務局登記部門首席登記官

法務省 大分地方法務局登記部門首席登記官

熊本地方法務局不動産登記部門首席登記官

鹿児島地方法務局不動産登記部門首席登記官

宮崎地方法務局登記部門首席登記官

九州財務局管財部国有財産調整官
財務省

福岡財務支局管財部国有財産調整官

農林水産省 九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課長

企画・地域振興部総合政策課長
福岡県

県土整備部用地課長

佐賀県 県土整備部土地利活用課長

長崎県 土木部用地課長

熊本県 土木部用地対策課長

大分県 土木建築部用地対策課長

県土整備部用地対策課長
宮崎県

総合政策部中山間・地域政策課長

土木部監理課用地対策室長
鹿児島県

総合政策部地域政策課長

北九州市 建設局総務用地部用地管理課長

福岡市 道路下水道局用地部用地調整課長

熊本市 都市建設局土木部土木総務課用地調整室長

大分県土地開発公社 土木事業部長
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九州地⽅整備局からの報告

-18-



九州地方整備局【九州地方整備局からの報告】

令和５年度 九州地区土地政策推進連携協議会 第６回通常総会

九州地方整備局からの報告

①法改正概要

②市町村働きかけ

③低未利用土地対策推進チーム設立



九州地方整備局【九州地方整備局からの報告 ①Ｒ４法改正概要】

※法改正のポイント

地域福利増進事業の
対象事業の拡大
・災害関連施設、再生エネ発電設備

地域福利増進事業等の
対象土地の拡大

・朽廃するなど利用価値のない
建築物が存する土地

管理適正化における
市町村長の権限強化

・勧告・命令・代執行が可能

推進体制の強化における
対策計画作成制度

・計画に基づく事業に国が予算補助

推進法人指定制度
・市町村の補完的役割を期待



九州地方整備局
【九州地方整備局からの報告 参考】

※今後の見直し予定

所有者探索の合理化

住基ネットを活用した探索ツールを
追加予定
・所有者特定が容易となる事務手続の

迅速・効率化

令和5年通常国会に法案提出
（住民基本台帳法改正）



九州地方整備局
【九州地方整備局からの報告 ②市町村働きかけ】

目的・・・Ｒ４年度の法改正に伴い、所有者不明土地対策をより、一層、推進していく
べく各種制度（地域福利増進事業、土地収用法の特例、対策計画作成、推進
法人指定、補助金制度等）の活用推進を目的とし、国から市町村に対して個
別状況や実態等の意見交換等を行い、適切な対策検討等を市町村と共に実施
していく。

活動実績
・・・Ｒ４年度 九州管内9市町村において実施

Ｒ５活動予定
・・・Ｒ５年度 九州管内４０市町村において実施予定（5月～2月）

○対象市町村につきましては、５月より順次、担当部署へご連絡差し上げたいと
思いますのでご対応方よろしくお願いします。



九州地方整備局
【九州地方整備局からの報告 ③低未利用土地対策推進チーム設立】



九州地方整備局
【九州地方整備局からの報告 ③低未利用土地対策推進チーム設立】

設立背景 ・・・

全国的に空き家・空き地が増加する中、これらの空き家を含む低未利用土地の
管理適正化や利用促進は、地域のまちづくりにとって重要な課題となっている。

近年の相続件数増加や土地のニーズ低下等により登記簿だけでは所有者が特定
できない土地等の増加が見込まれることを踏まえ、空き家対策を含む低未利用土
地対策と所有者不明土地対策の連携を強化し、それぞれの施策推進を図るため関
係部局からなるチームを設立。

空き地・低未利用土地・所有者不明土地に関する相談窓口

○九州地区土地政策推進連携協議会事務局（用地部用地企画課土地適正管理係）
e-mail : qsr-89fumeitochi@ki.milt.go.jp
TEL   : 092-476-3541



福岡法務局からの報告

-22-



-23-



P. 3 4 P. 5 P. 6 7

2

-24-



3

-25-



4

-26-



5

-27-



6

-28-



7

-29-



P. 6 7

P. 3 4

P. 5

- -

8

-30-



【両法律の概要】

■民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）

■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律（令和３年法律第２５号）

民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要

所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制を見直し

登記がされるようにするための不動産
登記制度の見直し（発生予防）

② 住所等の変更登記の申請義務化
・ 他の公的機関（住基ネット等）から取得した

情報に基づき、登記官が職権的に変更登記を
する方策を併せて導入

① 相続登記の申請義務化
・ 相続人申告登記の創設などの負担軽減

策・環境整備策をパッケージで併せて導入

〔公布後５年を超えない範囲内で政令で定める日〕
※今後、政令を制定

土地を手放すための制度
の創設（発生予防）

○ 相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得
した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させ
ることができる制度を創設

土地利用に関連する民法の規律
の見直し（土地利用の円滑化）

① 財産管理制度の見直し
・ 所有者不明土地管理制度、管理不全

土地管理制度等の創設
② 共有制度の見直し
・ 共有者不明の共有地の利用の円滑化
③ 相隣関係規定の見直し
・ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
④ 相続制度の見直し
・ 長期間経過後の遺産分割の見直し

(①につき)
令和６年４月１日施行

各制度を分かりやすく説明したパンフレットは、こちらから

令和５年４月27日施行令和５年４月１日施行

令和３年４月２１日成立
同月２８日公布

法務省民事局

など など
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所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

相続登記がされないこと等により、所有者不明土地（※）が発生

○ 相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ない
○ 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化 ・ 土地を利用したいというニーズも低下
○ 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加

○ 所有者の探索に多大な時間と費用が必要（戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい）
○ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
○ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難
⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害
⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生

問題点

広場等としての利用が
困難となっている例
(出典：国交省)

背景

課題

〇 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（R3.6.7 関係閣僚会議決定）
「施行に向けて、新制度の丁寧な周知を図る・・・登記申請義務化をはじめ新制度の実効性が確保されるよう、・・・きめ細やかに検討していく。」
〇 骨太の方針2021（R3.6.18 閣議決定）
「所有者不明土地等対策について、基本方針等に基づき、・・・所有者不明土地の円滑な利活用・管理を図るための仕組みの充実等を行う。」

政府方針

など

※ 所有者不明土地とは・・・

①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地 相続登記の未了
63％

住所変更登記
の未了 33％

原因

所有者不明土地の割合
(R２国交省調査) 24 %

高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれ 所有者不明土地問題の
解決は、喫緊の課題

2



所有者不明土地の発生を予防する方策

相続人申告登記（仮称）の新設
・ 相続人が、登記名義人の法定
相続人である旨を登記所に申し
出る。

（単独で申告可・添付書面も簡略化）

⇒ 相続登記の申請義務を簡易
に履行することが可能になる。

不動産登記法の改正

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登
記する（持分は登記されない報告的な登記）

相続に関する不動
産登記情報の更新
を図る方策

【背景】 登記名義人と実際の所有者とが異なることがあるが、そうすると、
① 登記名義人の相続人が分からないため、所有者の探索に時間と費用が掛かり用地買収等が妨げられる
② 登記名義人が死亡しているかどうかだけでも分かれば、事業用地を円滑に選定することができる
との指摘がある。

①相続登記の申請を義務化

○ 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から３年以
内に相続登記の申請をすることを義務付ける（正当な理由のない
申請漏れには過料の罰則あり）。

〇 相続登記の申請義務の実効性を確保するよう、以下のような環境
整備策をパッケージで導入する。

○ 登記官が他の公的機関（住基ネットな
ど）から死亡等の情報を取得し、職権で
登記に表示する（符号で表示）。

⇒ 登記で登記名義人の死亡の有無の
確認が可能になる。

②登記名義人の死亡等の事実の公示

登記の手続的な負担（資料収集等）を軽減 登記手続の
費用負担を軽減

相続人申告登記の新設
・ 相続人が、登記名義人の法定相続人で
ある旨を申し出る。申請義務の履行手段の
一つとする。
（単独で申告可・添付書面も簡略化・非課税）

⇒ 相続登記の申請義務を簡易に履行す
ることが可能になる。

登記漏れの防止 地方公共団体
との連携

所有不動産記録証明
制度の新設
・ 特定の者が名義人と
なっている不動産の一覧
を証明書として発行

⇒ 相続登記が必要な
不動産の把握が容易に
なる。

死亡届の提出者
に対する相続登記
の必要性に関する
周知・啓発を要請

※ 自己所有不動産の一般的
確認方法としても利用可能

※ 地方公共団体の作成
する相続発生時に必要
な手続のチェックリストに
相続登記の申請を追加
するよう要請

※ 登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記する
（持分は登記されない報告的登記） ３

など

登録免許税の負担軽減
策の導入

（参考）
Ｒ４年度税制改正の大綱
①相続登記の登録免許税の免
税措置の延長・拡充
⇒ 100万円以下の全国の土
地が対象になる。

②改正不登法により創設された職
権登記（相続人申告登記、住
所等変更登記等）への非課税
措置の導入

R6.4.1施行 R8.4までに施行

R6.4.1施行 R8.4までに施行既施行



所有者不明土地の発生を予防する方策

【現状】
▶ 現在は、住所変更登記は義務ではない。

▶ 自然人・法人を問わず、転居・本店移
転等のたびに登記するのには負担を感じ、
放置されがちである。

※ 都市部では所有者不明土地の主な原因との
調査結果もある。

住所変更未登記への対応

➊

➊ 登記申請の際には、氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」の申出を行う。

❷ 登記官が、検索用情報等を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し、
所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する。

❸ 登記官が、取得した情報に基づき、登記名義人に住所等の変更の登記をすることに
ついて確認をとった上で、変更の登記をする（非課税）。

❷
❸

○ 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から２年以内に
その変更登記の申請をすることを義務付ける（正当な理由のない
申請漏れには過料の罰則あり）。

○ 他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権で変更
登記をする新たな方策も導入する。
⇒ 転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記
に反映される。

❷

❸

➊

不動産登記
システム

不動産登記
システム

➊ 法人が所有権の登記名義人となっている不動産について、会社法人等番号を登記事項
に追加する。

❷ 商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し、名称や住所を変更した法人の
情報を通知する。

❸ 取得した情報に基づき、登記官が変更の登記をする（非課税）。

自然人の場合

法人の場合

新たな方策の仕組み

住民基本
台帳ネットワーク

システム

商業・
法人登記
システム

不動産登記法の改正

４

R8.4までに施行



○ 相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能と
する制度を創設する。

○ ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれを考慮して、
一定の要件（詳細は政省令で規定）を設定し、法務大臣が要件を審査する。

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

５

相続土地国庫帰属法

○ 審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した１０年分の土地管理費相当額の負担金を徴収
する（地目、面積、周辺環境等の実情に応じて対応すべく、詳細は政令で規定）。

所有者不明土地の発生を予防する方策

通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下のような土地に該当しないこと要件

背景 ① 土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える者が増加している。
② 相続を契機として、土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。

❶ 承認申請

❸ 申請者が10年分の
土地管理費相当額の
負担金を納付

国 庫 帰 属

❷ 法務大臣（法務局）
による

要件審査・承認

手続イメージ

❹

（参考）現状の国有地の標準的な管理費用（10年分）は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円

⇒ 将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能になる。

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、 イ 土壌汚染や埋設物がある土地、 ウ 崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地、 オ 担保権等が設定されている土地、 カ 通路など他人によって使用される土地 など

【申請権者】
相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る）
により土地を取得した者
※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

・ 実地調査権限あり
・ 国有財産の管理担当部局等に調査への協力
を求めることができる

・ 運用において、国や地方公共団体に対して、
承認申請があった旨を情報提供し、土地の
寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

R5.4.27施行



所有者不明土地の利用の円滑化を図る方策 民法の改正

不明共有者がいる場合への対応

▶ 不明共有者がいる場合には、利用に
関する共有者間の意思決定や持分の
集約が困難

○ 共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
・ 裁判所の関与の下で、不明共有者等に対して公告等をした上で、残りの共有者の
同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にする制度を創設する。

・ 裁判所の関与の下で、不明共有者の持分の価額に相当する額の金銭の供託により、
不明共有者の共有持分を取得して不動産の共有関係を解消する仕組みを創設する。
⇒ 不明共有者がいても、共有物の利用・処分を円滑に進めることが可能になる。

共有制度の見直し

▶ 長期間放置された後の遺産分割では
具体的相続分に関する証拠等が散逸
し、共有状態の解消が困難

遺産分割長期未了状態への対応 相続制度の見直し○ 長期間経過後の遺産分割の見直し
相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割

の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う仕組みを創設する。
⇒ 遺産分割長期未了状態の解消を促進する。

隣地等の利用・管理の円滑化 相隣関係規定の見直し

▶ 現行の不在者財産管理人・相続財産
管理人は、人単位で財産全般を管理
する必要があり、非効率になりがち

土地・建物の管理制度の創設 ○ 所有者不明土地・建物の管理制度の創設
・ 個々の所有者不明土地・建物の管理に特化した新たな財産管理制度を創設する。

※ 裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任（裁判所の許可があれば売却も可）
⇒ 所有者不明土地・建物の管理を効率化・合理化する。

財産管理制度の見直し

▶ ライフラインの導管等を隣地等に設置
することについての根拠規定がなく、土地
の利用を阻害

○ ライフラインの設備設置権等の規律の整備
ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置する

権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応できる仕組みも整備する。
⇒ ライフラインの引込みを円滑化し、土地の利用を促進する。

▶ 所有者が判明していても、管理されない
ことによって危険な状態になることもある

○ 管理不全土地・建物の管理制度の創設
・ 所有者が土地・建物を管理せずこれを放置していることで他人の権利が侵害される
おそれがある場合に、管理人の選任を可能にする制度を創設する。
⇒ 管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となる。

６

R5.4.1施行



所有者不明土地関連法の周知広報に向けた取組について
基本的な考え方

○ 所有者不明土地問題は、土地の適切な管理・利用を妨げ、国土の保全にも関わるものであり、将来への先送りは許されない
○ 所有者不明土地関連法は、相続登記の義務化及び相続土地国庫帰属制度等を内容とするなど、広く国民にも大きく影響するもの

新しい制度の円滑な実施には、その内容や意義について、広く国民の理解を得ることが必要であり、周知広報が極めて重要

関連する主要な附帯決議等

○ 所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針（R3.6.7関係閣僚会議決定） 「今後、施行に向けて、新制度の丁寧な周知広報を図る」

○ 衆議院・参議院の各法務委員会の附帯決議（所有者不明土地関連法案関係・令和３年３月～４月）
▶ 今回の所有者不明土地対策のための見直しは国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから、国民全般に十分に浸透するよう、積極的かつ細やかな広報活動を
行い、周知徹底に努めるとともに、本法施行前に発生した相続について相続登記等の申請義務化に関する規定・・・が適用されることについては、・・・特に周知徹底を図る
こと。この際、法律専門職者との連携に努めるとともに、・・・予算の確保に努めること。

これまでの主な周知広報活動
○ 今次見直しの意義についてのポスター・パンフレットの作成・配布
○ 法務省ホームページによる情報提供、ＳＮＳ（Twitter）の活用
○ 法律や登記制度になじみの少ない層を意識した周知広報の実施

・ 不動産登記推進イメージキャラクター「トウキツネ」の作成
・ 「トウキツネ」が登記制度や新しい相続登記制度について紹介するＱ＆Ａの作成
・ 相続登記促進親善大使の任命・大臣による対談動画（近日公開予定）

○ 政府広報（政府インターネットテレビ動画、青木源太・足立梨花Sunday Collection等）
○ 専門資格者団体（日司連・日調連等）、経済団体等と連携した、民法を含めた新制度の説明会等の実施
○ 地方公共団体との意見交換（首長との対談等）・連携の好事例の把握
今後の取組
○ 地方公共団体との連携・協力（死亡届の受理時に交付されるチェックリスト等に、相続登記に関する事項を追加する取組等）
○ 新制度の具体的な手続等についての周知（各種パンフレット・手引きの作成・公表、共有私道ガイドラインの改訂・周知等）
○ 運用に関する検討の深化に合わせ、専門資格者団体、経済団体等と連携した新制度の説明会・講演会等の全国展開 など

▼ ポスター ▼ ▼パンフレット▼法務省ＨＰ

相続登記
制度等に
ついての

Ｑ＆Ａ▶

地方公共団体・経済団体などを含め広く配布

7



別紙様式１－２（民間事業者）　

長期相続登記等未了土地解消作業の御要望をいただくに当たり、必ず、以下の注意事項を全てお読みください。
※同意できる場合、チェックボックスに☑を入れてください。なお、同意いただけない場合はご要望には対応できません。

チェック欄

□

□

□

□

□

□

□

【記入欄】※記載例にならい、事業名等を具体的に記入願います。

法律名
根拠条

文
担当部署
連絡先

【記載例】
Ａ市Ｂ地区駅前再開
発事業

Ａ市Ｂ地区駅前の再開発事業を行い、合計で約2 万
㎡の歩行者広場やデッキレベルの歩行者ネットワーク
の整備、鉄道や地域交通機能の結節する交通広場の
整備等に取組む。

○○建設株式会社
所在：東京都○○区○○１－１－１
連絡先：××-××××-××××
担当部署・担当者：建設部建設課・建
設太郎

Ａ市Ｂ地区○○
550、551-1～
551-5

都市再開発法 ２条１号
A市○○課△△係
××-××××-××
××

④探索する法定相続人の数が多いほど収集する戸除籍謄本等の数が多くなます。そのため、作業開始から法定相続人情報の備付けまでに相当な期間を要する場合があります。

民間事業者からの要望
（所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第４０条第１項に基づく要望）

注意事項
①法務局が実施する作業は、登記簿上の所有権の登記名義人について長期間にわたり相続等の登記がされていない場合に、戸除籍謄本や住民票の写し等の公的な情報に基づき、
法定相続人を探索し、その結果を法定相続人情報としてまとめるものであり、実際の権利者が誰であるかの特定や、公的な情報の範囲を超えた探索（法定相続人が実際にどこに所
在しているのかといった探索）については、行いません。

②長期相続登記等未了土地解消作業の要件を満たさない場合（所有権の登記名義人の死亡後の経過年数が１０年未満である場合など）や、法定相続人が外国籍を有することとなっ
たため戸籍から法定相続人の特定をすることができないなど、法定相続人の探索ができない場合があります。

③法定相続人探索の作業は、公共の利益となる事業のうち、緊急性や必要性の高いものについて優先的に実施し、また、入札手続により外部委託をして実施するので、すぐに作業を
実施することができない場合があります。

⑤法定相続人の探索結果の情報（法定相続人情報）を閲覧するためには、閲覧の時点において、(1)この要望に係る事業の実施主体であり、かつ、(2)要望に係る土地の用地取得が
できなければこの事業を実施することができない、という２つの要件を満たしていることが必要です。

⑥法定相続人情報は、要望に係る事業を実施する場合において、土地所有者からの権利取得を行うため法定相続人を特定する目的でのみ使用することができ、それ以外の目的では
使用できません。また、このことを誓約するため、法定相続人情報の閲覧をするときまでに添付の様式にて誓約書を提出していただく必要があります。

⑦記載漏れや記載誤りがあった場合、作業の対象とならない場合があります。

Ａ
事業名

Ｂ
事業概要

Ｃ
①事業者名、②事務所の所在地、③

連絡先、④担当部署・担当者

Ｄ
事業実施地区・所

在

Ｅ
法定相続人探索を

要望する
対象地番

Ｆ
法律上の根拠

（国・地方公共団体において記載）

【国・地方公共団体様へ】

Ｆ欄については、必ず、Ａ欄に記載された事業の審査に係る事務を行う国又は地方公共団体において記載願います。Ｆ欄が空欄である場合には解消作業の対象と

なりませんので御注意願います。



福岡財務⽀局からの報告
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福岡財務支局における

国有財産の課題に対する取組みについて

1

（令和５年５月）



2

１．土地政策推進連携協議会との連携



概要 取組の成果

斜面地に所在する国公有財産に関する意見交換会を開催
斜面地に所在する国公有財産の管理や利活用について、同じ悩みを抱える自治体と課題等を共

有し、今後の処理等について検討を行うため、意見交換会を開催。

○背景として、管内の特に北九州市、長崎市及び佐世保市
には、戦後物納により国有となった土地が、車の進入が困
難な斜面地に多く所在することから、管理コスト負担を含
め、その対応に苦慮している実態がある。

○さらに、相続土地国庫帰属法の施行に伴い、斜面地に所
在する価値の乏しい財産の更なる増加が懸念されている。

○今後の処理に向けて地元自治体との連携が欠かせないが、
特定テーマでの自治体との連携は初の試みであったため、
まずは、各市との関係性構築を目的として実施(当局主催)。
開催にあたっては、全国的にも珍しい、いわゆる『逆線

引き※』の取組みを行っている北九州市の協力を得て実施。
※市街化区域から市街化調整区域への区域区分の見直し

○意見交換会の概要(第1回 令和4年11月9日)
・当局、北九州市から斜面地の現状と課題をテーマに発表
・現地視察(同市内)後、グループ単位での意見交換を実施

自治体参加者からは、
「非常に有意義であった」
として、継続開催や他部署
も参加させたいとの前向き
な意見が寄せられた。

3

○今後の展開
短期的な解決を図れる問

題ではないため、自治体参
加者の意見を踏まえ、意見
交換会を継続していくこと
で関係性の強化を図り、斜
面地の様々な課題の解決に
自治体と連携して取り組ん
でいく。

【勉強会の様子於:小倉合同庁舎】

【現地視察の様子】

２．斜面地問題に対する取組み



4

●取組紹介、意見交換の様子

２．斜面地問題に対する取組み



5

●現地視察の様子（北九州市内）

２．斜面地問題に対する取組み



九州農政局からの報告
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九州農政局
資 料



各協⼒団体からの報告
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九州ブロック司法書⼠会協議会
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(⼀社)九州・沖縄不動産鑑定⼠協会連合会
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(⼀社)⽇本補償コンサルタント協会九州⽀部
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JAPAN COMPENSATION CONSULTANT ASSOCIATION

-52-
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http://www.jcca-net.or.jp
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(⼀社)⽇本国⼟調査測量協会
九州地区事業委員会
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○所有者不明土地問題に関する相談は、下記の担当

窓口にご相談下さい。

（例）用地業務に伴う多数共有地、未登記土地、不在者・相続人不存在

等の対応など

九州地区土地政策推進連携協議会 

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号 

福岡第２合同庁舎（９F） 

事務局 九州地方整備局用地部用地企画課内 

TEL (092)476-3541（直通） 


	第６回通常総会議事概要
	第６回通常総会議事概要
	第6回通常総会資料

	第６回通常総会資料
	Taro-03-1協議会規約変更の新旧対照表
	バインダー1
	第6回通常総会資料 - コピー
	20230427【総会：地整説明】九州地整説明資料（案）
	03_説明資料（スライド用）
	次第⑧資料_九州農政局（050525）
	02_九州ブロック司法書士会　相続登記の義務化リーフレット





